
① 事前アンケートの結果について

② 参加者の問題意識共有

③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）

④ 物流改正法ご質問への回答

⑤ 物流関係者からの事例紹介
デジタルサイネージとカメラを活用したトラック入出場管理

「成田国際空港株式会社」様 「株式会社シーイーシー」様

⑥ 参考資料
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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年8月21日～9月20日 ※順不同

トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
2次元
バーコード

(令和7年9月19日)「令和8年1月施行！下請法は取適法へ」 ～下請法・下
請振興法改正ポイント説明会の実施について～
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250919_kyusyu_tor
iteki.html

R7.9.19 公正取引委員会

中小企業省力化投資補助事業（一般型）の第4回公募要領を公開しました
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2025/250919001.ht
ml

R7.9.19 中小企業庁

最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者への支援策を公表
します
https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250909001/20250909001.html

R7.9.9
経済産業省
中小企業庁

持続可能な物流体系の構築にむけて
～「多様な輸送モードの更なる活用に向けた実証等事業」の三次公募開
始～
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000942.html

R7.9.8 国土交通省

９月５日から、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を 支援
する｢業務改善助成金｣を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.html

R7.9.5 厚生労働省

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250919_kyusyu_toriteki.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250919_kyusyu_toriteki.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2025/250919001.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2025/250919001.html
https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250909001/20250909001.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000942.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.html
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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年8月21日～9月20日 ※順不同

トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
2次元
バーコード

全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html

R7.9.5 厚生労働省

毎年9月は「価格交渉促進月間」です
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html

R7.9.1 中小企業庁

令和8年1月1日より「下請Ｇメン」及び「下請かけこみ寺」の名称を「取引Ｇ
メン」及び「取引かけこみ寺」に変更します
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250901.html

R7.9.1 中小企業庁

共同輸配送や帰り荷確保等のためのデータ連携促進支援事業費補助金
の４次公募について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000937.html

R7.8.29 国土交通省

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送
事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令が公布されました
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000936.html

R7.8.29 国土交通省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250901.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000937.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000936.html
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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年8月21日～9月20日 ※順不同

トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
2次元
バーコード

忘れない、いつもの暮らしにクルマの点検 点検整備やらないと
～９月・１０月は「自動車点検整備推進運動」の強化月間です～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000343.html

R7.8.29 国土交通省

2024年の国内港湾のコンテナ取扱貨物量(速報値)
https://www.mlit.go.jp/report/press/port03_hh_000124.html

R7.8.29 国土交通省

船舶へのモーダルシフト推進にご活用ください！
～中・長距離フェリー、RORO 船及び内航コンテナ船に係る積載率動向に
ついて～
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji10_hh_000161.html

R7.8.27 国土交通省

海上輸送の安全に関わる情報（令和６年度）を公表します
～旅客船及び貨物船に対する運航管理監査の結果を公表～
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000368.html

R7.8.26 国土交通省

(令和7年8月25日)～令和8年1月施行！下請法は取適法へ～下請法・下
請振興法改正ポイント説明会の実施について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/aug/250825_chubutorit
eki.html

R7.8.25 公正取引委員会

「荷役作業の効率化のための「標準仕様パレット」の利用促進支援事業費
補助金」の４次公募について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000934.html

R7.8.21 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000343.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/port03_hh_000124.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji10_hh_000161.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000368.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/aug/250825_chubutoriteki.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/aug/250825_chubutoriteki.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000934.html
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開催スケジュール（中国：ご参考）



開催スケジュール（中部：ご参考）



開催スケジュール（九州：ご参考）
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中小企業省力化投資補助金（一般型）応募申請スケジュール

21



支援策チラシ一覧（中小企業庁）
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公募期間（三次公募）：令和7年9月8日（月）～10月8日（水）17時まで（必着）
問合せ先：地域連携モーダルシフト等促進事業事務局（modalshift_logisticsnetwork@tohmatsu.co.jp）
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特定事業者の指定基準等のポイント ※来年（2026年）４月施行予定

特定荷主・特定連鎖化事業者

取扱貨物の重量 ９万トン以上
（上位3,200社程度）

特定倉庫業者

貨物の保管量 70万トン以上
（上位70社程度）

特定貨物自動車運送事業者等

保有車両台数 150台以上
（上位790社程度）

中長期計画

○作成期間
 ・ 毎年度提出することを基本としつつ、計画内容
に変更がない限りは５年に１度提出

○記載内容
（１）実施する措置
（２）実施する措置の具体的な内容・目標等
（３）実施時期 等

定期報告

○記載内容
（１）事業者の判断基準の遵守状況（チェックリスト形式）
（２）判断基準と関連した取組に関する状況（自由記述）
（３）荷待ち時間等の状況【荷主等】

○荷待ち時間等の状況の計測方法
 ・ 取組の実効性の確保を前提としてサンプリング等の手法を許容
 ・ 荷待ち時間等が一定時間以内の場合には報告省略が可能 等

※荷主・物流事業者等の物流改善の評価・公表については、市場や消費者からの評価につながる仕組みの創設に向けて、新物効法の枠組みと合わせて具体化。

＜特定事業者の指定基準＞
○中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられる一定規模以上の事業者（特定事業者）について、全体への寄与度が
より高いと認められる大手の事業者が指定されるよう、それぞれ以下の指定基準値を設定。

＜中長期計画・定期報告の記載内容＞

＜物流統括管理者（CLO）の業務内容＞
○物流統括管理者は、ロジスティクスを司るいわゆるCLOとしての経営管理の視点や役割も期待されているため、事業運営上
の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から選任し、 以下の業務を統括管理する。

・ 中長期計画、定期報告等の作成

・ トラックドライバーの負荷軽減とトラックへの過度な集中を是正するための事業運営方針の作成や事業管理体制の整備

・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成・実施・評価

・ 社内の関係部門（開発・調達・生産・販売・在庫・物流等）間の連携体制の構築や社内研修の実施 等

※CLO：Chief Logistics Officer
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※合同会議取りまとめから抜粋



特定事業者指定にあたり必要な、第一種荷主及び第二種荷主の取扱貨物の重量の算定方法

特定事業者指定にあたり必要な、第一種荷主及び第二種荷主の取扱貨物の重量の算定方法について
は、「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令(届出省令)」
第１条及び第５条において、以下①～⑧の内容が規定されています。

○第一種荷主（届出省令第１条）

①実測
②単位数量当たりの重量×数量（個数など）
③容積を当該対象貨物の重量に換算
④トラックの最大積載量又は平均積載量×台数
⑤売上額又は仕入額÷単位重量当たりの額
⑥第二種荷主としての重量≒第一種荷主として
の重量（たとえば卸が出荷量を入荷量と同量
として推計する方法）

⑦運送契約又は物品の売買等の契約において
定められている重量

⑧①～⑦の方法により対象貨物の重量を算定す
ることが困難であると認められる場合に、当該対
象貨物の重量を適確に算定できると認められる
方法

○第二種荷主（届出省令第５条）

①実測
②単位数量当たりの重量×数量（個数など）
③容積を当該対象貨物の重量に換算
④トラックの最大積載量又は平均積載量×台数
⑤売上額又は仕入額÷単位重量当たりの額
⑥第一種荷主としての重量≒第二種荷主として
の重量

⑦物品の売買等の契約において定められている
重量

⑧①～⑦の方法により対象貨物の重量を算定
することが困難である認められる場合に、当該
対象貨物の重量を適確に算定できると認めら
れる方法
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